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１.１.６ ケガニ

担当者 調査研究部 田中 伸幸

（１）目的

オホーツク海海域（宗谷および網走海域）にお

けるケガニ資源の恒久的・安定的利用を図るた

め，ケガニの資源動向や生態的特徴を明らかにす

る。

（２）経過の概要

資源管理型漁業推進総合対策事業により策定さ

れた資源管理計画に基づき，管理効果判定のため

に必要な調査（漁獲統計調査，ケガニ漁場一斉調

査および資源密度調査）を実施した。調査方法は

「ケガニモニタリングマニュアル（北海道オホー

ツク海海域）」（北海道立網走水産試験場・北海道

立稚内水産試験場，1994年）（以下，マニュアル）

によった。また，資源密度調査時に標識放流試験

を行った。

なお，網走海域においては各種調査の実施にあ

たり，網走支庁管内毛がに漁業対策協議会（以下，

網走管内協議会），関係漁業協同組合，網走支庁

経済部水産課，網走地区水産技術普及指導所の協

力を得た。

オホーツク海海域のけがにかご漁業は1968年

（昭和43年）から知事許可の制限または条件とし

て許容漁獲量制が導入されている。2009年の許容

漁獲量は，オホーツク海海域全体で前年より100

トン減少した1,100 トンであった。網走支庁管内

にはこの半分の550 トンが配分された。操業隻数

は前年同様37隻（許可隻数45隻）であった。

行政区分上，オホーツク海海域は宗谷および網

走支庁管内の2海域に分けられ，各海域での調査

も稚内水産試験場と網走水産試験場とで分担して

行っているが，資源密度調査結果報告書や許容漁

獲量の算出根拠となるABCの報告書についてはオ

ホーツク海全体として報告している。「平成21年

オホーツク海海域におけるケガニ資源密度調査

結果報告書」を9月10日に，「平成21年のオホーツ

ク海海域におけるケガニ資源の許容漁獲量設定の

基となるABC（生物的根拠に基づく望ましい漁獲

量）について」を10月1日に北海道庁水産林務部

に提出し，10月13日にオホーツク海毛がに漁業協

議会第1回正副会長会議で報告を行った。2010年

の許容漁獲量は2010年2月2日に開催されたオホー

ツク海毛がに漁業協議会全体会議で1,100 トン

（網走管内550 トン）に決定された。

ア 漁獲統計調査

網走支庁管内のけがにかご漁業漁獲成績報告書

および日別漁獲報告書を基に，操業状況，銘柄別

漁獲量などを調べた。なお，許容漁獲量には自家

消費等の漁獲物（「その他」）が含まれる。

イ 漁場一斉調査

けがにかご通常操業（目合3寸8分）の漁獲物か

ら無作為にまかご１杯分（一定量）を標本として

採集・測定し，生物統計資料を得た。

調査は4月17～20日に実施した。標本の採集と

採集データの記録は担当船の漁業者が行い，市場

での生物測定は水試，水産普及指導所および漁協

職員が行った。

ウ まかご１杯の資源調査

漁業者による「まかご１杯の資源調査（平成７

年度事業報告書の「船上調査」または「ケガニ銘

柄組成調査」）」を前年までと同様に行なった。

漁期間内の毎月15日と30日を基準日としてけが

にかご許可船の漁業者自身が行っている。通常操

業の漁獲物からまかご１杯分（一定量）を無作為

に採集し，銘柄別漁獲尾数およびこれに必要だっ

たかにかご数を用紙に記録し，後にこの用紙を元

に水試で集計を行った。銘柄は雄の堅・若別の大

・中・小（甲長8 ㎝以上・1 ㎝刻み），規格外（甲

長8 ㎝以下）および雌の8区分である。

エ 資源密度調査

格子状に設定した定点において目合2寸の調査

用かごによる漁獲試験を実施し，資源量指数を推

定した。網走水試および網走管内協議会は，網走

支庁管内の15定線（マニュアル24・25頁，表1－2）

の調査を担当した（宗谷支庁管内は稚内水試およ

び宗谷管内協議会が調査と解析を担当）。網走管

内の調査定点は69点である（マニュアル表1－2を

参照）。

本年は5月27日から7月4日にかけて計10隻のけ
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がにかご漁船の協力を得て，網走水試，網走支庁

水産課，各漁協の担当者が乗船して漁獲試験を行

った。

資源量指数の算出は基本的にマニュアルに従っ

たが，体重階級値は従来値（マニュアル表6の「従

来の水試調査で用いた値」）を使用した。

得られた資料をもとに，資源量指数の算出，尾

数分布図および甲長組成の作成を行い，網走支庁

管内のケガニ資源の動向について検討した。なお

1978年以前の網走海域の指数は網走西部海域のみ

の値となっている。

（３）得られた結果

ア 漁獲統計調査

（ア）操業状況と漁獲量，水揚げ金額

2009年のけがにかご漁業の漁協別操業状況を表

１に示した。なお本年も佐呂間漁協所属船の操業

はなかった。また，雄武・沙留以外の各漁協は軟

甲ガニ保護のため，例年と同様，自主規制の形で

20日間の中間休漁を実施した。雄武・沙留漁協は

堅ガニのみの漁獲で許容漁獲量に達したため，休

漁期を設けずに漁期を終了した。

2009年のオホーツク海における許容漁獲量は1,

100 トンであり，その50 ％である550 トンが網

走管内に配分された。2009年の漁獲量は548トン

であり，許容量に対する達成率はほぼ100 ％であ

った（表1，図1）。

網走支庁経済部水産課が取りまとめた「平成21

年オホーツクけがにかご漁業漁獲状況」をもとに

整理した月別銘柄別漁獲量（表2）をみると，例

年どおり中間休漁以前の5月までは堅ガニ（堅甲）

だけが水揚げされ，休漁明けの6月から若ガニ（軟

甲）も漁獲された。ただし，本年度は雄武・沙留

漁協が休漁期間を設けず漁期前半に堅ガニの漁獲

のみで漁期を終了し，また，湧別・常呂漁協も休

漁期間終了後も堅ガニの漁獲だけで6月中に許容

漁獲量を達成した。そのため，若ガニの総漁獲量

に占める割合は管内全体で18.0 ％と前年の32.7

％より14.7ポイントほど減少した。

本年度の網走支庁管内全体の漁獲金額は約8億4

千万円で（表1，図3），対前年比92 ％であった。

銘柄別の1 ㎏当たり平均単価をみると（表3，

図3），堅ガニ大，中，小の平均単価はそれぞれ2,

172 円，1,721 円，1,509 円，若ガニは1,106 円

であり，全ての銘柄で前年を下回った。網走管内

の全銘柄込み平均単価は1,537 円で，2008年より

減少した。
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イ 漁場一斉調査

2009年の漁場一斉調査における採集データ一覧

を表4に，その経年変化を表5に示した。甲長8 ㎝

以上雄のCPUE（100かご当たり漁獲尾数，以下同

じ）は１隻当たり管内平均415 尾で，前年（282

尾）より47 ％増加した。これを海域ごとにみる

と，西部海域では平均579 尾で前年（451 尾）よ

り28 ％増，中部海域では346 尾(前年200 尾）で

74 ％増，東部海域では157 尾（前年26 尾）で50

8 ％増であった。

ウ まかご1杯の資源調査

海域毎に見た雄甲長8 ㎝以上の年間平均CPUE（1

00かご当たり漁獲尾数）は，西部海域で堅ガニが

221 尾，若ガニ（軟甲ガニ）が290 尾で合計が51

1 尾，中部海域では堅ガニが222 尾，若ガニが13

8 尾で合計が360 尾，東部海域では堅ガニが44

尾，若ガニが425 尾で合計469 尾であった（表6）。
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エ 資源密度調査

（ア）資源量指数（雄）

網走海域における雄の総資源量指数は4,969で，

前年の6,586から25 ％減少した（表7，図4）。年

齢別にみると，3歳未満，4歳，10歳以上の資源量

指数は前年より増加したが，5～8歳の資源量指数

は減少した（図4）。

（イ）調査点別分布密度

網走海域におけるケガニの100かご当たり採集

尾数の分布を図5に示した。甲長7 cm以上の 100

かご当たりの漁獲尾数が400 尾を超えた定点は20

09年には全69定点の内13定点で，2008年の15定点

と比べて若干減少した（図5左）。また，甲長7 cm

未満の100かご当たりの漁獲尾数が100 尾を超え

た定点は2009年が3点のみで，2008年の2定点から

みると1点増加したが，2006年の13点と比べると

依然として少なかった（図5右）。
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図4 密度調査における年齢別資源量指数の経年変化（網走海域）

図5 2009年資源密度調査における100かご当たり採集尾数分布


